
告 示

�愛媛県告示第５１２号
国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第６条の３第２項に規定す

る平成２８年度の事業計画を、平成２８年４月１８日次のとおり定めた。

平成２８年４月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５１３号
次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから、森林

法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成２８年４月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除予定保安林の所在場所

松山市河中町乙５５の１７

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

道路用地とするため

�������
�愛媛県告示第５１４号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定をする。

平成２８年４月２６日

発 行 愛 媛 県
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富郷町寒川山の一
部

平成２９年３月３１日まで 地籍調査

四国中央市 川滝町下山・領家
の一部

〃 〃

金生町山田井の一
部

〃 〃

東 温 市 松瀬川の一部 平成２９年３月３１日まで 地籍調査

毎週（火・金）曜日発行 第２７６８号 平成２８年４月２６日

平成２８年４月２６日火曜日 第２７６８号

愛 媛 県 報

３６３



��������������

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林の所在場所

今治市長沢字宮地甲１３２６、字原ヶ谷山乙２０３の１４、乙２０３の１６４

から乙２０３の１６９まで、乙２０３の３４４

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

字宮地甲１３２６・字原ヶ谷山乙２０３の１６４から乙２０３の１６８まで

（以上６筆について次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び今治市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第５１５号
次の加入区の特定養殖漁業者の同意は漁業災害補償法（昭和３９年

法律第１５８号）第１２５条の６第１項に規定する要件に適合すると認め

るので、同条第３項において準用する同法第１０５条の２第４項の規

定に基づき、次のとおり公示する。

平成２８年４月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

真珠母貝養殖業

�������
�愛媛県告示第５１６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

上分町土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した旨の

届出があった。

平成２８年４月２６日

愛媛県東予地方局長 菅 豊 正

就 任

退 任

�愛媛県告示第５１７号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２８年４月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

加 入 区

下波加入区

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 合 田 雅 彦 四国中央市上分町５３２－１

〃 安 部 清 一 四国中央市上分町１５０

〃 � 橋 一 夫 四国中央市上分町１２３９

〃 石 川 邦 彦 四国中央市上分町７２０

〃 薦 田 圭 吾 四国中央市上分町６５９－２

〃 � 橋 好 伸 四国中央市上分町４６７

〃 篠 永 秀 範 四国中央市上分町１３

〃 桑 城 政 子 四国中央市上分町５０５

〃 仙 波 保 四国中央市上分町５５８－５

〃 井 川 徳 治 四国中央市妻鳥町２６７４

監 事 長 野 幹 男 四国中央市上分町９８－４

〃 佐 藤 保 之 四国中央市上分町１１９９－１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 合 田 雅 彦 四国中央市上分町５３２－１

〃 安 部 清 一 四国中央市上分町１５０

〃 � 橋 一 夫 四国中央市上分町１２３９

〃 石 川 邦 彦 四国中央市上分町７２０

〃 薦 田 圭 吾 四国中央市上分町６５９－２

〃 � 橋 好 伸 四国中央市上分町４６７

〃 篠 永 秀 範 四国中央市上分町１３

〃 桑 城 政 子 四国中央市上分町５０５

〃 仙 波 保 四国中央市上分町５５８－５

〃 井 川 徳 治 四国中央市妻鳥町２６７４

監 事 長 野 幹 男 四国中央市上分町９８－４

〃 佐 藤 保 之 四国中央市上分町１１９９－１

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２３）第７７５９号 平成２３年
７月３０日 ミツワ住宅産業 長井 孝司 今治市郷六ケ内町１－３

－２５
平成２８年
３月１１日 建築工事業 建設業の廃止

（般－２３）第１６８４０号 平成２３年
４月２５日 岸工房 岸 徹志 四国中央市土居町天満１６

１７－２
平成２８年
３月１８日 建築工事業 建設業の廃止

（般－２４）第１３８００号 平成２４年
８月２０日 藤本工務店 藤本 義行 今治市伯方町叶浦甲５２ 平成２８年

３月２３日 建築工事業 建設業の廃止

（般－２６）第１７３６５号 平成２６年
７月２８日 い組 宗行 一史 今治市桜井団地１－４－

５
平成２８年
３月２９日

タイル・れんが・ブロック
工事業 建設業の廃止

（般－２４）第１６９９９号 平成２４年
５月２日 横井ポンプ商会 横井 隆典 新居浜市沢津町３－５－

３４
平成２８年
３月３０日 管工事業 建設業の廃止

愛 媛 県 報平成２８年４月２６日 第２７６８号

３６４
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�愛媛県告示第５１９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

浮穴土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した旨の届

出があった。

平成２８年４月２６日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第５２０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市高岡土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

平成２８年４月２６日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第５２１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市南高井土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

平成２８年４月２６日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

就 任

�愛媛県告示第５１８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２８年４月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 今治波方港線
今治市阿方甲３０５番６から

同市阿方甲３００番４まで
平成２８年４月２６日

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 森 田 光 一 松山市森松町８５９番地

〃 重 松 政 弘 松山市森松町７５２番地

〃 重 松 良 夫 松山市森松町３８６番地

〃 渡 部 勇 起 松山市森松町８５４番地

〃 立 � 豊 樹 松山市井門町１３５４番地

〃 橘 � 松山市井門町７５２番地

〃 武 政 哲 廣 松山市井門町７１８番地

〃 橘 寿 幸 松山市井門町１１７番地

監 事 中 川 功 一 松山市森松町５９１番地５

〃 渡 部 敬 次 松山市井門町３０４番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 森 田 光 一 松山市森松町８５９番地

〃 重 松 政 弘 松山市森松町７５２番地

〃 重 松 良 夫 松山市森松町３８６番地

〃 渡 部 勇 起 松山市森松町８５４番地

〃 立 � 豊 樹 松山市井門町１３５４番地

〃 橘 � 松山市井門町７５２番地

〃 武 政 哲 廣 松山市井門町７１８番地

〃 橘 寿 幸 松山市井門町１１７番地

監 事 中 川 功 一 松山市森松町５９１番地５

〃 渡 部 敬 次 松山市井門町３０４番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 清 水 俊 弘 松山市高岡町６０５番地

〃 貞 徳 勇 児 松山市高岡町６９５番地

〃 崎 山 勇 松山市高岡町１１２番地

〃 長 野 悟 松山市高岡町２６６番地

〃 一 色 政 則 松山市高岡町６７４番地

〃 重 松 信 二 松山市高岡町５７５番地

監 事 三 好 陽 造 松山市高岡町５５９番地

〃 崎 山 一 生 松山市高岡町５２番地

〃 新 家 金 吾 松山市高岡町１３６番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 清 水 俊 弘 松山市高岡町６０５番地

〃 貞 徳 勇 児 松山市高岡町６９５番地

〃 崎 山 勇 松山市高岡町１１２番地

〃 長 野 悟 松山市高岡町２６６番地

〃 一 色 政 則 松山市高岡町６７４番地

〃 竹 内 健 二 松山市高岡町２０９番地

監 事 三 好 陽 造 松山市高岡町５５９番地

〃 崎 山 一 生 松山市高岡町５２番地

〃 重 松 信 二 松山市高岡町５７５番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 河 本 兼 弘 松山市南高井町８５１番地

〃 相 原 金 吾 松山市南高井町２３２番地２

〃 相 原 修 由 松山市南高井町１２９８番地

〃 河 原 忠 則 松山市南高井町１６５０番地２

〃 天 野 利 行 松山市南高井町１５６７番地２

〃 安 川 敬 三 松山市南高井町６７５番地

〃 井 門 裕 昭 松山市南高井町７９５番地１

愛 媛 県 報平成２８年４月２６日 第２７６８号

３６５



退 任
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�愛媛県告示第５２２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市安城寺町土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任

した旨の届出があった。

平成２８年４月２６日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第５２３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

道後平野土地改良区から次のとおり役員が就任した旨の届出があっ

た。

平成２８年４月２６日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

就 任

�������
�愛媛県告示第５２４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市土居田町土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任

した旨の届出があった。

平成２８年４月２６日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

就 任

退 任

監 事 井 門 徹 松山市南高井町８１２番地２

〃 石 丸 仁 志 松山市南高井町８０１番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 河 本 兼 弘 松山市南高井町８５１番地

〃 相 原 金 吾 松山市南高井町２３２番地２

〃 相 原 修 由 松山市南高井町１２９８番地

〃 河 原 忠 則 松山市南高井町１６５０番地２

〃 天 野 利 行 松山市南高井町１５６７番地２

〃 安 川 敬 三 松山市南高井町６７５番地

〃 井 門 裕 昭 松山市南高井町７９５番地１

監 事 井 門 徹 松山市南高井町８１２番地２

〃 石 丸 仁 志 松山市南高井町８０１番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 芳ノ内 方 文 松山市安城寺町１５９６番地

〃 一 色 孝 史 松山市安城寺町１１１３番地１

〃 芳之内 正 幸 松山市安城寺町９９３番地

〃 赤 沼 隆 男 松山市安城寺町７１７番地４

〃 井 上 芳 松山市安城寺町１２９９番地

〃 佐 野 建 典 松山市安城寺町１１０８番地

〃 野 本 雅 敬 松山市安城寺町１２１８番地

〃 渡 部 孝 志 松山市安城寺町１３４５番地２

〃 氏 川 栴 三 松山市安城寺町１６１番地３

〃 瀧 本 � 志 松山市安城寺町１３２５番地３

〃 野 本 正 志 松山市安城寺町１２３３番地

〃 田 所 政 臣 松山市安城寺町１０４８番地８

〃 矢 野 康 伸 松山市安城寺町１６１４番地

〃 乗 松 昭 夫 松山市安城寺町１０９５番地

〃 有 田 元一郎 松山市安城寺町１２４４番地

〃 本 田 昭 二 松山市安城寺町１６５２番地

〃 門 田 尚 夫 松山市安城寺町１０５７番地

監 事 渡 部 潤一郎 松山市安城寺町１２２９番地

〃 乗 松 直 英 松山市安城寺町９８９番地

〃 洲之内 長 松山市安城寺町１２０６番地

〃 渡 部 潤一郎 松山市安城寺町１２２９番地

〃 佐 野 建 典 松山市安城寺町１１０８番地

〃 野 本 雅 敬 松山市安城寺町１２１８番地

〃 渡 部 孝 志 松山市安城寺町１３４５番地２

〃 氏 川 栴 三 松山市安城寺町１６１番地３

〃 瀧 本 � 志 松山市安城寺町１３２５番地３

〃 野 本 正 志 松山市安城寺町１２３３番地

〃 田 所 政 臣 松山市安城寺町１０４８番地８

〃 宮 本 弘 松山市安城寺町１０９９番地

〃 乗 松 昭 夫 松山市安城寺町１０９５番地

〃 有 田 元一郎 松山市安城寺町１２４４番地

〃 白 石 雄 一 松山市安城寺町１５３３番地２

〃 門 田 尚 夫 松山市安城寺町１０５７番地

監 事 渡 部 延 樹 松山市安城寺町１２３０番地

〃 木 村 昇 松山市安城寺町６９８番地

〃 洲之内 長 松山市安城寺町１２０６番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 芳ノ内 方 文 松山市安城寺町１５９６番地

〃 本 田 和 美 松山市安城寺町１６４５番地

〃 芳之内 正 幸 松山市安城寺町９９３番地

〃 赤 沼 隆 男 松山市安城寺町７１７番地４

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 藤 岡 正 勝 松山市上野町甲７０番地

〃 岡 本 靖 伊予郡松前町大字北川原７２８番地３

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 今 井 俊 一 松山市土居田町５１１番地１

〃 永 木 功 松山市土居田町５３７番地２

〃 横 田 増 雄 松山市土居田町１１７番地３

〃 永 木 和 正 松山市土居田町４７０番地

〃 本 田 和 良 松山市土居田町３８５番地３

〃 武 田 穂 積 松山市土居田町３８２番地１

監 事 徳 永 伊豆男 松山市土居田町８番地３

〃 本 宮 忠 数 松山市土居田町２９１番地２

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 今 井 俊 一 松山市土居田町５１１番地１

愛 媛 県 報平成２８年４月２６日 第２７６８号
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�愛媛県告示第５２５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市市坪土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

平成２８年４月２６日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第５２６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市西長戸町土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任

した旨の届出があった。

平成２８年４月２６日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第５２７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市志津川町土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任

した旨の届出があった。

平成２８年４月２６日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

就 任

退 任

〃 永 木 功 松山市土居田町５３７番地２

〃 永 木 貞 雄 松山市土居田町４６８番地２

〃 横 田 増 雄 松山市土居田町１１７番地３

〃 永 木 和 正 松山市土居田町４７０番地

監 事 徳 永 伊豆男 松山市土居田町８番地３

〃 本 宮 忠 数 松山市土居田町２９１番地２

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 本 田 輝 樹 松山市市坪南二丁目７番８号

〃 池 内 光 雄 松山市市坪南二丁目１２番５号

〃 池 田 美紀子 松山市市坪北一丁目１１番８号

〃 池 内 功 松山市市坪南二丁目２番３号

〃 本 田 重 徳 松山市市坪南一丁目４番７号

〃 本 田 昌 生 松山市市坪南一丁目５番２０号

〃 本 田 博 子 松山市市坪北二丁目６番１８号

監 事 本 田 敏 郎 松山市市坪南二丁目１２番１号

〃 池 田 和 弘 松山市市坪南二丁目７番２８号

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 本 田 省 二 松山市市坪南二丁目８番１号

〃 本 田 敏 郎 松山市市坪南二丁目１２番１号

〃 本 田 孝 志 松山市市坪南二丁目１５番２９号

〃 池 内 功 松山市市坪南二丁目２番３号

〃 本 田 博 子 松山市市坪北二丁目６番１８号

〃 本 田 重 徳 松山市市坪南一丁目４番７号

〃 本 田 昌 生 松山市市坪南一丁目５番２０号

監 事 本 田 英志郎 松山市市坪南二丁目１１番１０号

〃 渡 部 昭 三 松山市市坪北二丁目５番２９号

〃 三 宗 清 司 松山市西長戸町乙１００２番地４

〃 田 所 東洋志 松山市西長戸町８７８番地

〃 渡 部 富 博 松山市西長戸町９５１番地２

〃 村 上 龍 夫 松山市西長戸町８４９番地１

〃 杉 本 敬 典 松山市西長戸町４８番地

〃 二 神 薫 松山市船ヶ谷町９８番地

監 事 池 田 直 俊 松山市西長戸町８１７番地

〃 森 田 勇 治 松山市西長戸町４８９番地１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 池 田 直 俊 松山市西長戸町８１７番地

〃 森 田 � 典 松山市西長戸町８２０番地

〃 松 岡 英 樹 松山市西長戸町７１８番地

〃 西 岡 良 一 松山市船ヶ谷町４番地１

〃 井手内 正 史 松山市西長戸町１１０番地１

〃 渡 部 富 博 松山市西長戸町９５１番地２

〃 三 宗 清 司 松山市西長戸町乙１００２番地４

〃 田 所 東洋志 松山市西長戸町８７８番地

〃 森 田 利 博 松山市船ヶ谷町９５番地

監 事 田 所 章 二 松山市西長戸町３３０番地

〃 夏 井 正 寛 松山市西長戸町８３７番地１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 藤 本 彰 松山市志津川町２番地

〃 杉之内 俊 二 松山市志津川町３０３番地１

〃 岡 本 定 松山市志津川町１０８番地

〃 門 屋 康 郎 松山市志津川町７０番地１

〃 青 木 勝 松山市志津川町６０番地２

〃 門 屋 宏 通 松山市志津川町７８番地

〃 倉 田 廣 明 松山市志津川町３４７番地

〃 石 井 政 夫 松山市志津川町１０６番地

〃 杉之内 豊 彦 松山市志津川町２８９番地３

〃 白 石 利 範 松山市志津川町３３８番地２

監 事 山 本 文 則 松山市志津川町３６５番地

〃 岡 本 和 夫 松山市志津川町６５番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 森 田 � 典 松山市西長戸町８２０番地

〃 夏 井 正 寛 松山市西長戸町８３７番地１

〃 西 岡 良 一 松山市船ヶ谷町４番地１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 岡 本 和 夫 松山市志津川町６５番地

〃 倉 田 廣 明 松山市志津川町３４７番地

〃 白 石 利 範 松山市志津川町３３８番地２

愛 媛 県 報平成２８年４月２６日 第２７６８号
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�愛媛県告示第５２８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市坂本地区土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任

した旨の届出があった。

平成２８年４月２６日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第５２９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市安城寺町土地改良区から次のとおり役員が氏名を変更した旨

の届出があった。

平成２８年４月２６日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

�������
�愛媛県告示第５３１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

西予市宇和町土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

平成２８年４月２６日

愛媛県南予地方局長 佐 伯 登志男

就 任

�愛媛県告示第５３０号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２８年４月２６日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

〃 杉之内 豊 彦 松山市志津川町２８９番地３

〃 杉之内 俊 二 松山市志津川町３０３番地１

〃 青 木 勝 松山市志津川町６０番地２

〃 石 井 政 夫 松山市志津川町１０６番地

〃 安 藤 孝 則 松山市志津川町８２番地

〃 門 屋 康 郎 松山市志津川町７０番地１

〃 藤 本 彰 松山市志津川町２番地

監 事 山 本 文 則 松山市志津川町３６５番地

〃 門 屋 章一郎 松山市志津川町１０番地２

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 三 神 良 孝 松山市浄瑠璃町８６４番地

〃 松 田 達 也 松山市浄瑠璃町４５６番地

〃 大 野 精 作 松山市浄瑠璃町１４４番地２

〃 松 本 三 郎 松山市�谷町５４番地

〃 相 原 義 則 松山市�谷町甲５２１番地２

〃 谷 口 洋 介 松山市�谷町１７６２番地

〃 二 神 明 正 松山市窪野町２２１９番地

〃 武 智 真 吾 松山市窪野町２番地

〃 大 野 辰 昭 松山市窪野町２１３９番地

監 事 尾 崎 正 夫 松山市浄瑠璃町１１１番地２

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 大 野 和 男 松山市浄瑠璃町甲１８０番地４

〃 井 口 清 尊 松山市浄瑠璃町１０１３番地

〃 麓 � 司 松山市�谷町１６５４番地

〃 渡 部 敬 三 松山市浄瑠璃町６３４番地

〃 相 原 義 則 松山市�谷町甲５２１番地２

〃 林 志 朗 松山市�谷町１８３番地

〃 二 神 明 正 松山市窪野町２２１９番地

〃 武 智 真 吾 松山市窪野町２番地

〃 権名津 武 士 松山市窪野町１２５２番地

監 事 大 森 征 夫 松山市浄瑠璃町２４８番地

〃 川 井 秀 一 松山市�谷町２２０５番地

〃 岡 田 博 芳 松山市窪野町８３１番地

役員の種類
氏 名

変 更 前 変 更 後

理 事 滝 本 � 志 瀧 本 � 志

〃 川 井 秀 一 松山市�谷町２２０５番地

〃 岡 田 博 芳 松山市窪野町８３１番地

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２８中局建（開）第２号

平成２８年４月１３日
伊予郡松前町大字西古泉字寿４５２番１、４５２番７、４５２番８

西条市樋之口１５番地１

メゾン燧Ｅ棟１１２号

重 松 淳

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 松 下 信 孝 西予市宇和町信里８６８番地

〃 清 家 輝 允 西予市宇和町東多田５６９番地

〃 田 中 義 一 西予市宇和町河内１１５０番地

〃 松 本 庄 一 西予市宇和町伊延東４５６番地２

〃 増 田 敬 介 西予市宇和町東多田５９番地

〃 石 本 省 司 西予市宇和町田苗真土１５６７番地

〃 水 野 徹 也 西予市宇和町清沢７８５番地

〃 清 水 賢 一 西予市宇和町坂戸１６３番地２

〃 井 上 安 男 西予市宇和町加茂４３８番地２

〃 二 宮 一 朗 西予市宇和町小原３７５番地

〃 井 上 勲 西予市宇和町岩木３５１３番地

〃 山 本 武 紀 西予市宇和町郷内１０１７番地第１

〃 二 宮 乗 重 西予市宇和町西山田８４５番地１

〃 三 好 鹿 次 西予市宇和町１６８０番地

愛 媛 県 報平成２８年４月２６日 第２７６８号
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公 告

退 任

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２８年４月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

バイオセーフティレベル３検査設備の購入

� 購入物品名及び数量

バイオセーフティレベル３検査設備 一式

� 購入物品の内容等

入札説明書等による。

� 納入期限

平成２８年１０月３１日（月）

� 納入場所

愛媛県家畜病性鑑定所の家畜病性鑑定所棟２階

（所在地：愛媛県東温市田窪字門田７４３番１）

� 入札方法

ア 入札は、紙入札で行うこととする。

イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金

額の８パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に

１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費

税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、見積もった契約金額の１０８分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

�愛媛県告示第５３２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２８年４月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

〃 兵 頭 幸 男 西予市宇和町伊賀上１１８８番地

〃 河 野 英 幸 西予市宇和町永長７４３番地

〃 楠 健 明 西予市宇和町小野田６７０番地

〃 二 宮 健 吉 西予市宇和町�枝甲１５３番地

〃 河 野 潤 二 西予市宇和町野田２２７番地

〃 阿 部 功 西予市宇和町下松葉３２４番地

〃 上 甲 俊 子 西予市宇和町稲生８８３番地

〃 萩 森 慎 一 西予市宇和町皆田７５３番地

〃 兵 頭 敏 則 西予市宇和町下川８５２番地

〃 兵 頭 修 西予市宇和町明間１７９９番地

〃 水 口 秀 昭 西予市宇和町明石１６４７番地

〃 松 本 健 彦 西予市宇和町新城９４６番地

〃 薬師寺 善 高 西予市宇和町平野１２８番地

〃 堀 内 喜�雄 西予市宇和町田野中３９２番地

監 事 岡 本 忠 夫 西予市宇和町杢所５２１番地

〃 谷 口 芳 男 西予市宇和町上松葉５５６番地

〃 兵 頭 竹 美 西予市宇和町明間２３５７番地

〃 是 澤 英 治 西予市宇和町杢所１８６－１番地

〃 宇都宮 逞 爾 西予市宇和町清沢１１３７番地

〃 清 水 賢 一 西予市宇和町坂戸１６３番地２

〃 村 上 静 男 西予市宇和町大江４７６番地

〃 三 好 敬 一 西予市宇和町小原３７４番地

〃 井 上 勲 西予市宇和町岩木３５１３番地

〃 山 本 武 紀 西予市宇和町郷内１０１７番地第１

〃 三 好 國 則 西予市宇和町西山田１９７９番地

〃 竹 口 修 武 西予市宇和町山田１０４９番地

〃 兵 頭 幸 男 西予市宇和町伊賀上１１８８番地

〃 河 野 英 幸 西予市宇和町永長７４３番地

〃 二 宮 健 吉 西予市宇和町�枝甲１５３番地

〃 藤 代 安 洋 西予市宇和町�枝５６９番地

〃 門 脇 達 也 西予市宇和町神領１８３番地

〃 谷 口 芳 男 西予市宇和町上松葉５５６番地

〃 大 塚 猪八郎 西予市宇和町稲生８０８番地第１

〃 松 本 薫 西予市宇和町皆田２２８６番地

〃 兵 頭 敏 則 西予市宇和町下川８５２番地

〃 佐 藤 忠 広 西予市宇和町明間２６７０番地

〃 藤 内 文 雄 西予市宇和町明石１１５４番地

〃 高 岡 常 夫 西予市宇和町常定寺３７０番地

〃 末 光 詔 二 西予市宇和町伊崎５０２番地

〃 和 氣 吉 一 西予市宇和町田野中４８１番地

監 事 西 岡 冨代樹 西予市宇和町岡山１２０番地

〃 阿 部 功 西予市宇和町下松葉３２４番地

〃 末 光 弘 和 西予市宇和町新城６９６番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 大 野 哲 男 西予市宇和町信里９３０番地

〃 宇都宮 文 隆 西予市宇和町瀬戸５９９番地

〃 田 中 義 一 西予市宇和町河内１１５０番地

〃 河 野 治 西予市宇和町伊延西１２７１番地１

〃 清 家 輝 允 西予市宇和町東多田５６９番地

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 長浜中村線
大洲市長浜町下須戒甲１８３７番１８から

同町下須戒甲１８７３番地先まで

旧 ７．７～１３．７ ０．３１５

新 ７．７～２５．６ ０．３１５

愛 媛 県 報平成２８年４月２６日 第２７６８号
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教育委員会告示

知事の審査を受け、平成２６・２７・２８年度の製造の請負等に係る

一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業者で、次の

事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 納入期間中に適正かつ確実に納入できる体制が整備されてい

ることを証明した者であること。

� ４の�に掲げる提出期限の日から落札者の決定の日までの間
に、知事が行う入札参加資格停止の期間中にない者であること。

� 修理、点検、保守その他アフターサービスを長期にわたり円

滑に実施できる者であること。

� 緊急時に速やかに対応できるものであること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問合せ先

愛媛県農林水産部農業振興局畜産課

〒７９０―８５７０ 愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話（０８９）９１２―２５７７

� 入札書の受領期間

平成２８年６月１５日（水）午前９時５９分まで

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成２８年６月１５日（水）午前１０時００分

愛媛県農林水産部７階会議室 第二別館７階

４ その他

� ＷＴＯ協定の適用

本公告による調達は、ＷＴＯ（世界貿易機関）に基づく政府

調達に関する協定（平成７年条約第２３号）、政府調達に関する

協定を改正する議定書（平成２６年条約第４号）によって改正さ

れた同協定およびその他の国際約束の適用を受ける。

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した

物品を納入できることを証明する書類等を、入札説明書等に基

づき次の期限までに提出しなければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

提出期限：平成２８年６月６日（月）午後５時００分

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 契約保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１５２条から

第１５４条までの規定による。

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した入札者

であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行

ったものを落札者とする。

	 その他

ア 入札書の提出方法

入札書を直接または郵便（書留郵便に限る。）により提出

すること。

イ 詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be purchased：

Biosafety Level３ containment facilities，１ Set

� Time limit of tender：９：５９ a．m．，１５ June２０１６

� For further information， please contact： Livestock

Division，Agricultural Development Subdepartment，

Agriculture，Forestry and Fisheries Department，Ehime

Prefectural Government，４―４―２ Ichibancho，Matsuyama，

Ehime７９０―８５７０ Japan

TEL０８９―９１２―２５７７

�愛媛県教育委員会告示第５号
博物館法施行規則（昭和３０年文部省令第２４号）第２４条の規定によ

り、次のとおり博物館に相当する施設の指定を取り消した。

平成２８年４月２６日

愛媛県教育委員会

教育長 井 上 正

１ 指定を取り消した博物館に相当する施設

� 設置者の名称

新居浜市

� 名称

新居浜市立郷土美術館

� 所在地

新居浜市一宮町一丁目５番１号

２ 取消年月日

平成２８年４月１８日

�������
�愛媛県教育委員会告示第６号
愛媛県県立博物館設置条例（昭和４５年愛媛県条例第７号）第５条

第２項の規定により、県立博物館の指定管理者から次のとおり名称

の変更の届出があった。

平成２８年４月２６日

愛媛県教育委員会

教育長 井 上 正

１ 県立博物館の名称

愛媛県総合科学博物館

２ 指定管理者の名称

変 更 前 イヨテツケーターサービス株式会社

変 更 後 伊予鉄総合企画株式会社

愛 媛 県 報平成２８年４月２６日 第２７６８号

３７０



人事委員会告示

選挙管理委員会告示
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３ 変更年月日

平成２８年４月１日

�������
�愛媛県教育委員会告示第７号
愛媛県県立博物館設置条例（昭和４５年愛媛県条例第７号）第５条

第２項の規定により、県立博物館の指定管理者から次のとおり名称

の変更の届出があった。

平成２８年４月２６日

愛媛県教育委員会

教育長 井 上 正

１ 県立博物館の名称

愛媛県歴史文化博物館

２ 指定管理者の名称

変 更 前 イヨテツケーターサービス株式会社

変 更 後 伊予鉄総合企画株式会社

３ 変更年月日

平成２８年４月１日

�愛媛県人事委員会告示第３号
平成２８年職種別民間給与実態調査を次のとおり実施するので、愛

媛県統計調査条例（平成２０年愛媛県条例第６８号）第３条第２項の規

定により告示する。

平成２８年４月２６日

愛媛県人事委員会

委員長 宇都宮 嘉 忠

１ 調査の目的

地方公務員の給与を民間の従業員の給与と比較検討するための

基礎資料の作成

２ 調査対象の範囲

県内の企業規模５０人以上かつ事業所規模５０人以上の事業所

３ 報告を求める事項

� 事業所に関すること。

� 給与制度に関すること。

� 従業員の給与に関すること。

� 採用に関すること。

� その他勤務条件に関すること。

４ 報告を求める事項の基準となる期日

平成２８年４月分の最終給与締切日

５ 報告を求める者

２に該当する事業所のうち無作為に抽出されたもの

６ 報告を求めるために用いる方法

実地調査

７ 報告を求める期間

平成２８年５月１日（日）から同年６月１７日（金）まで

�愛媛県選挙管理委員会告示第２１号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条第１項の規定により、次のとおり政治団体の設立の届出があった。

平成２８年４月２６日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

１ 政党の支部

国会議員関係政治団体以外の政党の支部

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 届出年月日
代 表 者 会 計 責 任 者

自由民主党愛媛県理学療法士連盟支
部 菊 池 健 蔵 鈴 木 伸 松山市湊町四丁目１－７菊池ビル３階 平成２８年３月２９日

２ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

国会議員関係政治団体以外の政治団体

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 届出年月日
代 表 者 会 計 責 任 者

足立としゆき後援会愛南町支部 羽 田 保 恵 � 田 かつ代 南宇和郡愛南町御荘平城３０４１ 平成２８年３月３日

中村一雅後援会 松 木 � 松 本 計 夫 西予市三瓶町津布理２８５５ 平成２８年３月９日

信宮徹也後援会 井 上 浩 一 楠 健 明 西予市宇和町小野田５７５ 平成２８年３月１１日

�愛媛県選挙管理委員会告示第２２号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定により、次のとおり政治団体から届出事項の異動の届出があった。

平成２８年４月２６日

愛 媛 県 報平成２８年４月２６日 第２７６８号

３７１
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�愛媛県選挙管理委員会告示第２３号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第１項の規定に

より、次のとおり政治団体の解散の届出があった。

平成２８年４月２６日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 大 塚 岩 男

１ 政党の支部

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解散年月日

自由民主党愛媛県西条市第四支部 青 野 勝 平成２７年１２月２４日

自由民主党愛媛県四国中央市第二支
部 篠 原 実 平成２８年３月２９日

２ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解散年月日

中 西 さ と る 後 援 会 村 上 空 山 平成２７年４月３０日

田 中 剛 後 援 会 和 氣 均 平成２７年１２月３１日

え ひ め 勝 手 連 選 挙 対 策 本 部 田 渕 紀 子 平成２８年１月１０日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

１ 政党の支部

政治団体の名称 代表者の氏名 異 動 事 項 新 旧 異動年月日

日本共産党中予地区委員
会 植 木 正 勝 代 表 者 植 木 正 勝 田 中 克 彦 平成２７年７月１日

会 計 責 任 者 植 木 正 勝 田 中 克 彦

自由民主党愛媛県松山市
第十五支部 菊 池 伸 英 会 計 責 任 者 宮 本 一 成 武 知 和 � 平成２８年３月１８日

自由民主党愛媛県松山市
第二十支部 関 谷 勝 嗣 会 計 責 任 者 徳 田 豊 伊與田 雅 人 平成２８年３月２３日

自由民主党愛媛県支部連
合会 明 比 昭 治 代 表 者 明 比 昭 治 河 野 忠 康 平成２８年３月２６日

会 計 責 任 者 黒 川 洋 介 徳 永 繁 樹

２ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

政治団体の名称 代表者の氏名 異 動 事 項 新 旧 異動年月日

角田ともえと楽しく未来
を語る会 角 田 智 恵 主たる事務所の所在地 松山市味酒町一丁目９－５アー

バン大手町５０５号
東温市横河原９３０－１１菊翠館２０２
号 平成２７年３月３１日

愛媛県歯科技工士連盟 河 野 喜�巳 代 表 者 河 野 喜�巳 松 下 清 松 平成２７年６月１日

会 計 責 任 者 兵 頭 基 充 河 野 喜�巳

四国税理士政治連盟愛媛
県支部 白 石 豪 代 表 者 白 石 豪 島 津 諭 平成２７年９月４日

会 計 責 任 者 竹 村 俊 一 � 井 廣 志

正岡かずひろ後援会 � 橋 恒 範 会 計 責 任 者 正 岡 満 篠 崎 好 文 平成２８年２月２４日

杉村ちえ後援会 高 野 弥 生 代 表 者 高 野 弥 生 岡 井 奨史朗 平成２８年３月１日

田中徳博後援会 大 塚 正 寿 主たる事務所の所在地 西予市宇和町伊賀上１１０９ 西予市宇和町伊賀上１６０ 平成２８年３月１２日

代 表 者 大 塚 正 寿 田 中 和 浩

きくち伸英後援会 田 村 正 弘 代 表 者 田 村 正 弘 鶴 居 秀 夫 平成２８年３月１８日

岡本やすし後援会 岡 本 靖 主たる事務所の所在地 伊予郡松前町大字北川原７２８－
３

伊予郡松前町大字西高柳２５５－
１ 平成２８年３月２５日

愛 媛 県 報平成２８年４月２６日 第２７６８号
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愛 媛 政 治 経 済 研 究 会 宮 島 明 平成２８年２月２９日 角 藤 純 後 援 会 角 藤 純 平成２８年３月３０日

�愛媛県選挙管理委員会告示第２４号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第２項の規定により、次のとおり資金管理団体の届出があった。

平成２８年４月２６日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

資金管理団体の届
出をした者（代表
者）の氏名

公 職 の 種 類 資金管理団体の名称 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 指 定 年 月 日

横 山 博 幸 衆議院議員 横山博幸後援会「幸縁の会」 松山市天山三丁目１３番１５号 平成２８年３月１１日

平成２８年４月２６日 発行
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